
議案第３９号

杉並区長等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２５年５月３０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区長等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区長等の退職手当に関する条例（昭和３４年杉並区条例第１３号）の

一部を次のように改正する。

第３条の表区長の項中「１００分の５００」を「１００分の４５０」に改め、

同表副区長の項中「１００分の３４０」を「１００分の３０６」に改める。

第２条 杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

（昭和５４年杉並区条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２６０」を「１００分の２３４」に改める。

第３条 杉並区監査委員の給与等に関する条例（平成３年杉並区条例第１６号）の

一部を次のように改正する。

第４条第６項中「１００分の２４０」を「１００分の２１６」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

区長等の退職手当の支給割合を改定する必要がある。
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杉並区長等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区長等の退職手当に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（退職手当の額） （退職手当の額）

第３条 退職手当の額は、退職の日にお 第３条 退職手当の額は、退職の日にお

ける給料月額に次に掲げる割合を乗じ ける給料月額に次に掲げる割合を乗じ

て得た額とする。ただし、任期満了前 て得た額とする。ただし、任期満了前

に退職した場合において、勤続期間に に退職した場合において、勤続期間に

１年未満の端月数があるときは、月割 １年未満の端月数があるときは、月割

計算による。 計算による。

区長 勤続期間１年 １００分の 区長 勤続期間１年 １００分の

につき ４５０ につき ５００

副区長 同 １００分の 副区長 同 １００分の

３０６ ３４０

第２条による改正（杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（退職手当の支給等） （退職手当の支給等）

第４条 略 第４条 略

２ 退職手当の額は、退職の日における ２ 退職手当の額は、退職の日における

給料月額に勤続期間１年につき１００ 給料月額に勤続期間１年につき１００

分の２３４を乗じて得た額とする。た 分の２６０を乗じて得た額とする。た

だし、任期満了前に退職した場合にお だし、任期満了前に退職した場合にお

いて、勤続期間に１年未満の端月数が いて、勤続期間に１年未満の端月数が

あるときは、月割計算による。 あるときは、月割計算による。

３ 略 ３ 略

資 料 １
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第３条による改正（杉並区監査委員の給与等に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（その他の給与） （その他の給与）

第４条 略 第４条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 退職手当の額は、退職の日における ６ 退職手当の額は、退職の日における

給料月額に勤続期間１年につき１００ 給料月額に勤続期間１年につき１００

分の２１６を乗じて得た額とする。た 分の２４０を乗じて得た額とする。た

だし、勤続期間に１年未満の端月数が だし、勤続期間に１年未満の端月数が

あるときは、月割計算による。 あるときは、月割計算による。

７及び８ 略 ７及び８ 略



資 料 ２ 

退職手当の支給割合の改定の概要 
 

杉並区長等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 
 

項 目 改 正 内 容 

支 給 割 合 

 

 

 

 

 

 
 

退職手当の支給割合を 10％引き下げる。 

職   名 現   行 改 正 後 
区   長 500/100 450/100 

副 区 長 340/100 306/100 

教 育 長 260/100 234/100 

代表監査委員（常勤） 240/100 216/100 

その他の監査委員（常勤） 240/100 216/100 
 

施 行 期 日  公布の日 

 


